
                                                                               

 

 

令和８年２月 24日 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構組織規程の一部改正 新旧対照表（案）                                               本部事務局人事部 
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第 26号議案 

新 旧 改正理由等 

 

第１条～第４条 （略） 

 

(本部の組織) 

第５条 本部に事務局及び内部統制・コンプライアンス室を置く。 

２ 本部の事務局に次の各号に掲げる部を置く。 

(1) 総務部 

(2) 人事部 

(3) 経営戦略部 

(4) デジタル戦略部 

 

３ 本部の事務局の部に次の各号に掲げる課を置く。 

(1) 総務課 

(2) 危機管理対策課 

(3) 人事課 

(4) 給与・労務課 

(5) 経営管財課 

(6) 医事・経営企画課 

(7) システム企画課 

(8) システム運用課 

 

第６条 本部の事務局においては、次の各号に掲げる事務(病院の分掌事務に係るものを

除く。)をつかさどる。 

(1)～(38) （略） 

 (39) 医療ＤＸの企画・推進に関すること。 

 (40)～(46) (略） 

 (47) 情報公開、情報提供、個人情報の保護に関すること。 

 (48) (略) 

 

（内部統制・コンプライアンス室の事務） 

第６条の２ 内部統制・コンプライアンス室は次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(9) （略） 

 （削除） 

 (10)・(11) （略） 

 

第７条～第９条 （略） 

 

（足柄上病院） 

 

第１条～第４条 （略） 

 

(本部の組織) 

第５条 本部に事務局及び内部統制・コンプライアンス室を置く。 

２ 本部の事務局に次の各号に掲げる部及び室を置く。 

(1) 総務部 

(2) 人事部 

(3) 経営戦略部 

(4) 情報システム部 

 

３ 本部の事務局の部に次の各号に掲げる課を置く。 

(1) 総務課 

(2) 危機管理対策課 

(3) 人事課 

(4) 給与・労務課 

(5) 経営管財課 

(6) 医事・経営企画課 

(7) 情報システム課 

（新規） 

 

第６条 本部の事務局においては、次の各号に掲げる事務(病院の分掌事務に係るもの

を除く。)をつかさどる。  

(1)～(38) （略） 

 （新規） 

 (39)～(45) （略） 

 （新規） 

 (46) (略) 

 

（内部統制・コンプライアンス室の事務） 

第６条の２ 内部統制・コンプライアンス室は次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

 (1)～(9) （略） 

 (10) 情報公開、情報提供、個人情報の保護に関すること。 

 (11)・(12) （略） 

 

第７条～第９条 （略） 

 

（足柄上病院） 

 

 

 

 

【第５条第２項、第３項】 

・本部組織の再編（デジタ

ル戦略部の新設等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第６条】 

・組織改編に伴う本部事務

局の分掌事務の見直し並び

に、前年度の組織改編事項

の実態に即した見直し・反

映 

 

 

 

【第６条の２】 

・前年度の組織改編事項の

実態に即した見直し・反映 
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新 旧 改正理由等 

第10条 神奈川県立足柄上病院（以下「足柄上病院」という。）に次の局、センター、部、

課、科及び室を置く。 

 

事務局 

 

 （略） 

 医療ＤＸ推進室 

医療局 

 

 

 （略） 

 救急診療科 

（略） （略） 

  （略） 

 医療の質管理部 

 

医療の質推進室 

感染管理室 

 

地域医療・患者支

援センター 

 

（略） 

退院・在宅支援室 

（削除） 

看護局 

 

 （略） 

 （削除） 

２ 前項の局、センター、部、課、科及び室は、次の事務を分掌する。 

事務局 

   （略） 

   医療ＤＸ推進室 

 (1) 医療ＤＸの企画及び総合調整に関すること。 

 (2) その他医療ＤＸの推進に関すること。 

 医療局 

 （略） 

   救急診療科 

 (1) 救急患者の診療及び調整に関すること。 

 （略） 

  医療の質管理部 

   医療の質推進室 

 (1) 医療の質の評価と向上に関すること。 

 （略） 

  地域医療・患者支援センター 

   地域医療連携室 

 (1) （略） 

 (2) 入院支援に関すること。 

 （削除） 

 （削除） 

 （削除） 

 （削除） 

第10条 神奈川県立足柄上病院（以下「足柄上病院」という。）に次の局、センター、

部、課、科及び室を置く。 

 

事務局 

 

 （略） 

 （新規） 

医療局 

 

 

 （略） 

 （新規） 

（略） （略） 

  （略） 

 (新規) 

 

（新規） 

感染管理室 

 

地域医療センター 

 

 

（略） 

（新規） 

救命救急部 

看護局 

 

 （略） 

 訪問看護科 

２ 前項の局、センター、部、課、科及び室は、次の事務を分掌する。 

事務局 

   （略） 

   （新規） 

 （新規） 

 （新規） 

 医療局 

 （略） 

   （新規） 

 （新規） 

 （略） 

  （新規） 

   （新規） 

 （新規） 

 （略） 

  地域医療センター 

   地域医療連携室 

 (1) （略） 

 （新規） 

 (2) 医療社会事業に関すること。 

 (3) 入退院支援に関すること。 

 (4) 在宅支援に関すること。 

 (5) 患者・家族の相談支援に関すること。 

【第 10 条】 

・足柄上病院に「医療ＤＸ推

進室」、「医療の質管理部」、

「医療の質推進室」及び「退

院・在宅支援室」を新設する 

・「医療の質管理部」の再編

（「医療の質推進室」及び

「感染管理室」を再編する） 

・「地域医療センター」を「地

域医療・患者支援センター」

に名称変更し再編（「退院・

在宅支援室」の設置、「救命

救急部」を医療局へ移設し

「救急診療科」に名称変更

及び訪問看護業務を「退院・

在宅支援室」に移管し、「訪

問看護科」を廃止する） 

・組織改編に伴う分掌事務

の見直し 
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新 旧 改正理由等 

   退院・在宅支援室 

 (1) 医療社会事業に関すること。 

 (2) 退院支援に関すること。 

 (3) 在宅支援に関すること。 

 (4) 患者・家族の相談支援に関すること。 

 (5) 訪問看護に関すること。 

   （削除） 

 （削除） 

 （略） 

 

（こども医療センター） 

第11条 神奈川県立こども医療センター（以下「こども医療センター」という。）に次の

病院、局、研究所、部、施設、課、科、室及びセンターを置く。 

病院 （略）  （略） 

医療の質管理

部 

 医療の質推進室 

 （削除） 

 （略） 

 エコー管理センター 

 食のサポート推進室 

地域連携・家

族支援局 

患者家族支援

部 

（削除） 

入退院・在宅医療支援室 

患者家族医療対話推進

室 

地域保健推進

部 

（略） 

こども保健推進室 

医療福祉連携

部 

ソーシャルワーク室 

臨床心理室 

（略） （略） （略） 

医療技術・発

達支援局 

（略） （略） 

発達支援部 （削除） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

２ 前項の病院、局、研究所、部、施設、課、科、室及びセンターは、次の事務を分掌す

る。 

 （略） 

  医療の質管理部 

    医療の質推進室 

 (1) 医療の質の評価と向上に関すること。 

   （新設） 

 （新規） 

 （新規） 

 （新規） 

 （新規） 

 （新規） 

   救命救急部 

 (1) 救急患者の診療及び調整に関すること。 

（略） 

 

（こども医療センター） 

第11条 神奈川県立こども医療センター（以下「こども医療センター」という。）に

次の病院、局、研究所、部、施設、課、科、室及びセンターを置く。 

病院 （略）  （略） 

（新規） 

 

 （新規） 

 患者家族医療対話推進室 

 （略） 

 （新規） 

 （新規） 

地域連携・家

族支援局 

患者家族支援

部 

医療福祉相談室 

退院・在宅医療支援室 

（新規） 

 

地域保健推進

部 

（略） 

母子保健推進室 

（新規） 

 

（新規） 

（新規） 

（略） （略） （略） 

医療技術・発

達支援局 

（略） （略） 

発達支援部 臨床心理科 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

２ 前項の病院、局、研究所、部、施設、課、科、室及びセンターは、次の事務を分

掌する。 

 （略） 

 （新規） 

   （新規） 

  （新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 11 条】 

・こども医療センターに「医

療の質管理部」、「医療の質

推進室」、「エコー管理セン

ター」、「食のサポート推進

室」、「医療福祉連携部」及び

「ソーシャルワーク室」を

新設する 

・「地域連携・家族支援局」

の再編（「医療福祉相談室」

を廃止し福祉職を「ソーシ

ャルワーク室」へ異動、「退

院・在宅医療支援室」を「入

退院・在宅医療支援室」に名

称変更、「患者家族医療対話

推進室」を「患者家族支援

部」に移設、「母子保健推進

室」を「こども保健推進室」

に名称変更及び「医療福祉

連携部」を設置し「ソーシャ

ルワーク室」及び「臨床心理

室（現臨床心理科を移設）」

を再編する） 

・組織改編及び実態に伴う

分掌事務の見直し 
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新 旧 改正理由等 

    （削除） 

 （削除） 

 （略） 

    エコー管理センター 

 (1) 超音波診断装置の管理、運用及び導入・更新に関すること。 

 (2) 超音波検査の研修受入れに関すること。 

    食のサポート推進室 

 (1) 栄養管理及び食に関する教育の推進に関すること。 

  地域連携・家族支援局 

   患者家族支援部 

    （削除） 

 （削除） 

 （削除） 

    入退院・在宅支援室 

 （略） 

    患者家族医療対話推進室 

 (1) 患者・家族との対話の推進に関すること。 

   地域保健推進部 

    地域医療連携室 

 (1) （略） 

 （削除） 

    こども保健推進室 

 (1) 母子保健、子育て支援及び地域医療に係る行政機関等との連携の推進に関するこ

と。 

 (2) （略） 

 (3) 地域における母子保健・子育て支援担当者及び医療関係技術者の研修に関するこ

と。 

   医療福祉連携部 

    ソーシャルワーク室 

 (1) 患者・家族の相談支援に関すること。 

 (2) 医療社会事業に関すること。 

    臨床心理室 

 (1) 患者の自閉症及び精神疾患に係る心理相談に関すること。 

 (2) 患者の自閉症及び精神疾患に係る心理学的診断及び療育に関すること。 

 (3) 患者の自閉症及び精神疾患に係る医療社会事業に関すること。 

 （略） 

  医療技術・発達支援局 

 （略） 

   発達支援部 

    患者家族医療対話推進室 

 (1) 患者家族との対話の推進に関すること。 

 （略） 

    （新規） 

 （新規） 

 （新規） 

    （新規） 

 （新規） 

  地域連携・家族支援局 

   患者家族支援部 

    医療福祉相談室 

 (1) 患者家族の相談支援に関すること。 

 (2) 医療社会事業に関すること（患者の自閉症及び精神疾患に係るものを除く）。 

    退院・在宅支援室 

 （略） 

    （新規） 

 （新規） 

   地域保健推進部 

    地域医療連携室 

 (1) （略） 

 (2) 病床利用調整に関すること。 

    母子保健推進室 

 (1) 母子保健及び地域医療に係る行政機関等との連携の推進に関すること。 

 

 (2) （略） 

 (3) 地域における母子保健担当者及び医療関係技術者の研修に関すること。 

 

   （新規） 

    （新規） 

 （新規） 

 （新規） 

    （新規） 

 （新規） 

 （新規） 

 （新規） 

（略） 

 医療技術・発達支援局 

（略） 

  発達支援部 
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新 旧 改正理由等 

    （削除） 

 （削除） 

 （削除） 

 （削除） 

 （略） 

 

（精神医療センター） 

第 12条 神奈川県立精神医療センター（以下「精神医療センター」という。）に次の

局、センター、部、課、科及び室を置く。 

（略） （略） （略） 

看護局 
 

外来・訪問看護科 

（略） 

（略） （略） （略） 

２ 前項の局、部、センター、課、科及び室は、次の事務を分掌する。 

（略） 

 

（がんセンター） 

第 13条 神奈川県立がんセンター（以下「がんセンター」という。）に次の病院、研

究所、局、部、センター、課、科及び室を置く。 

病院 （略） （略） 

 呼吸器腫瘍センター 

（略）  （略） 

２ 前項の病院、研究所、局、部、センター、課、科及び室は、次の事務を分掌する。 

 病院 

 （略） 

   呼吸器腫瘍センター 

 (1) 呼吸器腫瘍の治療に関すること。 

 （略） 

 

（循環器呼吸器病センター） 

第14条 神奈川県立循環器呼吸器病センター（以下「循環器呼吸器病センター」という。） 

に次の局、センター、研究所、課、科及び室を置く。 

（略）  （略） 

間質性肺炎センタ

ー 

 診断室 

治療室 

患者サポート・相談支援室 

研究支援室 

（略）  （略） 

２ 前項の局、研究所、課、科及び室は、次の事務を分掌する。 

   臨床心理科 

(1) 患者の自閉症及び精神疾患に係る心理相談に関すること。 

(2) 患者の自閉症及び精神疾患に係る心理学的診断及び療育に関すること。 

(3) 患者の自閉症及び精神疾患に係る医療社会事業に関すること。 

 （略） 

 

（精神医療センター） 

第 12条 神奈川県立精神医療センター（以下「精神医療センター」という。）に次

の局、センター、部、課、科及び室を置く。 

（略） （略） （略） 

看護局 
 

外来看護科 

（略） 

（略） （略） （略） 

２ 前項の局、部、センター、課、科及び室は、次の事務を分掌する。 

 （略） 

 

（がんセンター） 

第 13条 神奈川県立がんセンター（以下「がんセンター」という。）に次の病院、

研究所、局、部、センター、課、科及び室を置く。 

病院 （略） （略） 

 （新規） 

（略）  （略） 

２ 前項の病院、研究所、局、部、センター、課、科及び室は、次の事務を分掌する。 

 病院 

 （略） 

   （新規） 

 （新規） 

 （略） 

 

（循環器呼吸器病センター） 

第14条 神奈川県立循環器呼吸器病センター（以下「循環器呼吸器病センター」とい

う。）に次の局、研究所、課、科及び室を置く。 

（略）  （略） 

（新規） 

 

 （新規） 

（新規） 

（新規） 

（新規） 

（略）  （略） 

２ 前項の局、研究所、課、科及び室は、次の事務を分掌する。 

 

 

 

 

 

 

 

【第 12 条】 

・精神医療センターの「外来

看護科」を「外来・訪問看護

科」に名称変更する 

 

 

 

 

 

 

【第 13 条】 

・がんセンターに「呼吸器腫

瘍センター」を新設する 

・組織改編に伴う分掌事務

の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 14 条】 

・循環器呼吸器病センター

に「間質性肺炎センター」を

新設し、直下に「診断室」、

「治療室」、「患者サポート・

相談支援室」及び「研究支援

室」を設置する 

・組織改編に伴う分掌事務

の見直し 
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新 旧 改正理由等 

 （略） 

 間質性肺炎センター 

   診断室 

 (1) 間質性肺炎患者の診断に関すること。 

   治療室 

 (1) 間質性肺炎患者の治療に関すること。 

   患者サポート・相談支援室 

 (1) 間質性肺炎患者・家族への相談支援に関すること。 

   研究支援室 

 (1) 間質性肺炎に関する臨床研究に関すること。 

 （略） 

 

第15条～第22条 （略） 

 

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 （略） 

 （新規） 

   （新規） 

 （新規） 

   （新規） 

 （新規） 

   （新規） 

 （新規） 

   （新規） 

 （新規） 

 （略） 

 

第15条～第22条 （略） 

 

 


